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平成３０年第７回若桜町議会定例会（第１号）

招集年月日 平成３０年９月１０日

招集の場所 若桜町役場（若桜町議会議場）

開   会 午後１時３０分

応 招 議 員

１番 梶 原   明 ６番 小 林   誠

２番 君 野 弘 明 ７番 山 本 晴 隆

３番 青 木 一 憲 ８番 中 尾 理 明

４番 山 根 政 彦 ９番 前 住 孝 行

５番 山 本 安 雄 １０番 川 上   守

不応招議員

出 席 議 員

１番 梶 原   明 ６番 小 林   誠

２番 君 野 弘 明 ７番 山 本 晴 隆

３番 青 木 一 憲 ８番 中 尾 理 明

４番 山 根 政 彦 ９番 前 住 孝 行

５番 山 本 安 雄 １０番 川 上   守

欠 席 議 員

地 方 自 治 法 第

１２１条の規定に

より、説明のため

会議に出席した者

町     長 矢 部 康 樹 農林建設課長 佐々木 明 仁

副 町 長 盛 田  聖 一 農林建設課参事 森   雄 一

総 務  課  長 竹 本  英 樹 農林建設課参事 山 本  伸 一

町民福祉課長 藤 原  祐 二 にぎわい創出課長 谷 口  国 彦

包括支援センター

所長
寺 西 満 ふるさと創生課長 谷 本     剛

保健センター所長 山 根 葉 子 教 育 長 新 川  哲 也

会 計 管 理 者 上 川  恭 子 教育委員会次長 山 口 由企夫

税 務 課 長 前 田  弥 生 若桜町監査委員 藤 原  重 明



会議の顛末

本会議（９月１０日）

議長（川上守）

ただいまの出席議員数は１０人です。

定足数に達しておりますので、平成３０年

第７回若桜町議会定例会を開会します。

これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

「会議録署名議員の指名」を行います。

今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２５条の規定により、議長において、４

番 山根政彦議員、５番 山本安雄議員を指名

します。

日程第２

「会期の決定について」を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から９月２１日ま

での１２日間としたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から２１日までの

１２日間に決定しました。

日程第３

「諸般の報告」をします。

会議関係諸般の報告は、印刷してお手元に

配布のとおりです。

朗読は省略します。

続いて、教育民生常任委員会の調査研究結

果の報告を行います。

若桜町議会６月定例会における議決に基づ

いて、教育民生常任委員会の調査研究の報告

書が提出されています。

教育民生常任委員会の調査研究について報

告させます。教育民生常任委員長、青木一憲

議員。

教育民生常任委員長（青木一憲）

若桜町議会報告第１２号、平成３０年９月

６日、若桜町議会議長川上守様。

教育民生常任委員会委員長 青木一憲、副委

員長 山根政彦、委員 梶原明、同じく川上守。

教育民生常任委員会調査研究報告書。教育

民生常任委員会は、平成３０年６月議会定例

会において議決された調査研究を行ったので、

その概要を次のとおり報告します。

記、１調査日、平成３０年７月３０日月曜

日から３１日火曜日。２調査地、徳島県上勝

町。３調査事項、中山間地域における持続可

能な農業の取り組みについて。４参加者、委

員４人、事務局長。

５調査内容（１）上勝町の概要、徳島県南

東部に位置し、面積は１０９.６３平方キロメ

ートルで森林面積 90％です。人口は１,５７

４名、７９５世帯、高齢化比率が 51.49％の

町であります。

（２）株式会社 いろどり ①会社の概要、

設立は平成１１年４月２日。目的は９項目あ

りますけど、ちょっと朗読は割愛させていた

だきます。資本金１,０００万円、社員４名の

会社です。

②葉っぱビジネスの概要、「葉っぱビジネ

ス」とは、日本料理を美しく彩る季節の葉や

花、山菜などの「つまもの」を栽培・出荷・

販売する農業ビジネスのことで、ポイントは、

商品が軽量・綺麗であり、女性や高齢者でも

取り組めることである。

現在の年商は２億６,０００万円で、中には

年収１,０００万円を稼ぐ生産者もいる。また、

生産者を支えるのは「上勝情報ネットワーク」

であり、毎日決まった数量を出荷するのでは

なく、全国の市場情報の提供を受けながら全

国に出荷している。さらに、自分の売り上げ

が生産者のうち、何番目の順位であるかわか

る方法を取り入れるなど、農家の生産意識向

上にもつながっている。



まとめとしまして、葉っぱ（つまもの）を

中心にした新しい地域資源を軸に地域ビジネ

スを展開し、現在、農・工・商連携への取り

組みを町ぐるみで行っている。

高齢者も仕事ができ、それが生きがいとな

り、結果、町営の老人ホームは不要となった。

高齢者等が、労働による生きがいを見つける

ことにより、高齢者の介護予防や本町の活性

化にもつながると感じた。

地域おこし協力隊の採用にあたっては、単

に公募するだけではなく、総務省が作成して

いる名簿の中から、町の希望する職種に合致

する人を選び、逆指名している。

本町においても、将来の農業ビジョンを策

定し、上記のような人選方法を行う必要があ

ると感じた。

生産法人を立ち上げ、核となる組織をつく

り、全国の市場情報を生産者に提供すること

で、栽培から出荷・販売までの総合農業ビジ

ネスを確立することができると感じた。以上

です。

議長（川上守）

次に、議員派遣報告を行います。

若桜町議会６月定例会において議決し、派

遣を決定いたしました議員派遣について、報

告書が提出されています。

議員報告第１３号、全国森林環境税創設促

進議員連盟定期総会、議会報告第１４号、鳥

取県町村議会広報研修会につきましては、印

刷してお手元に配布のとおりです。

朗読は省略します。

次に、常任委員会に付託した請願等につい

て報告します。

本日までに受理した請願等は、お手元に配

布の請願と文書表のとおりです。

会議規則第９２条第１項の規定により、そ

れぞれの所管の常任委員会に審査を付託した

ので報告します。

日程第４

行政報告を議題とします。

町長からの報告事項は、報告第６号 平成２

９年度若桜町財政健全化判断比率等の報告に

ついて、で、お手元に配布のとおりです。

朗読は省略します。

日程第５

議案第６２号 平成２９年度若桜町一般会

計歳入歳出決算の認定について、議案第６３

号 平成２９年度若桜町国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

６４号 平成２９年度若桜町介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

６５号 平成２９年度若桜町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案

第６６号 平成２９年度若桜町簡易水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案

第６７号 平成２９年度若桜町公共下水道事

業特別会計歳入歳出決算の認定について、議

案第６８号 平成２９年度若桜町農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第６９号 平成２９年度若桜町赤松団地

造成事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、議案第７０号 平成２９年度若桜町財産区

造林事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、議案第７１号 平成２９年度若桜町索道事

業特別会計歳入歳出決算の認定について、議

案第７２号 平成２９年度若桜町住宅新築資

金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、を一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

６月から８月にかけての記録的な猛暑も９

月に入って、少しやわらいでまいりました。

熱中症の救急搬送が相次ぐとともに、野菜

の価格が高騰するなど住民生活に少なからず

影響をもたらしました。また、今年は台風が

異常発生しており、８月２３日の夜から２４

日の朝にかけては台風２０号が、９月４日の

昼には台風２１号が続けて襲来し、幸い若桜



町に大きな被害はなかったものの、関西国際

空港をはじめ、全国的には大きな爪痕を残し

ました。

また、台風が過ぎ去ったすぐ後に、北海道

では震度７の地震が発生し、甚大な被害をも

たらし、多くの方が被災されました。被災さ

れました皆様に謹んでお見舞いを申し上げま

す。

災害はいつ起こるかわかりません。常に最

善の準備をし、想定外のことが起きても対応

できるようにしておく必要があると考えてお

ります。

さて、本日ここに、平成３０年第７回若桜

町議会定例会を招集しましたところ、議員の

皆様にはご出席を賜り、平成３０年度一般会

計補正予算及び諸議案等のご審議をいただき

ますことに対し、感謝を申し上げる次第でご

ざいます。

国政においては、自由民主党の総裁選が去

る９月７日に告示され、いよいよ本議会会期

中の９月２０日に投開票が行なわれます。総

裁選は平成２４年以来６年ぶりで、本県選出

の石破代議士と安倍現総裁の一騎打ちの構図

となっております。

石破代議士が不利との報道が目立ちますが、

選挙は最後まで何があるかわかりません。地

方創生を前面に掲げる石破代議士には、過疎

化が進む本町や鳥取県のためにも、頑張って

いただきたいと思っておりますし、最後まで

応援を続けてまいりたいと思っておるところ

でございます。

また、７月に発生した西日本豪雨では、住

居や農地、林道等、多くの災害が発生しまし

たが、国による被災箇所の査定が、町道関係

を皮切りに９月３日から始まりました。今後、

１０月までかけて、被災箇所に調査が入る予

定であり、これにより、やっと復旧工事に入

れるものと思っております。

さらに、受動喫煙対策を強化する健康増進

法の改正が７月１８日に可決・成立いたしま

した。事務所や飲食店など多くの人が使う施

設は、原則として屋内禁煙になるとともに、

学校や病院、行政機関は敷地内禁煙とするな

ど、受動喫煙対策が一歩前進いたしました。

これは、２０２０年の東京オリンピック、パ

ラリンピックを意識したものであり、今後は

本町でも、不特定多数の人が使う施設や場所

の禁煙対策を進めていく必要があるものと考

えております。

また、全国的にスポーツ競技団体の不祥事

が多発しております。ボクシングや体操は記

憶に新しいと思いますが、これは決してスポ

ーツの世界だけの話ではございません。常日

頃から、主役は町民であることを意識し、町

民ファーストの行政を進めていくことが肝要

でございます。町民の皆様と話し合い、意見

を聞き、そしてそれを具体化していくことこ

そ、我々の使命・本分でございます。

これからの町政発展のためにも、議員の皆

様にもご協力をよろしくお願いいたします。

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第６２号 平成２９年度若桜町一般会

計歳入歳出決算の認定について、でございま

すが、この決算は、歳入総額３６億９,２７７

万６,０３５円、歳出総額３４億４,５５８万

１,４３６円で、歳入歳出差引額２億４,７１

９万４,５９９円となり、翌年度に繰り越すべ

き財源を差し引いた実質収支額は、２億１,

９２４万７,５４９円となりました。

主な施策の成果について、各費目別にその

概要を申し上げます。議会費では、各常任委

員会で、所管事項調査のための調査研究や先

進地視察、また、全員協議会の会議システム

の整備などが行なわれました。

総務費では、平成２２年から韓国の平昌郡

と友好交流協定を締結して８年目を迎えます

が、今年の２月には４年に一度の冬の祭典、

冬季オリンピックが平昌郡を主会場に開催さ

れました。若桜町からは２０名の訪問団を平



昌郡に派遣し、平昌郡民との交流を行ないま

した。

また、移住定住交流センターを開設し、移

住相談体制を強化して取り組んでいるところ

でございますが、昨年度は５世帯１１名の方

が移住して来られました。

地方創生事業では、八頭町と連携して鉄道

の魅力づくりを目的に、鉄道車両デザイナー

として有名な水戸岡鋭治先生が手がけた観光

列車「昭和」の運行も開始され、集客も上々

であり、地元の住民をはじめ、多くの観光客

の方に喜ばれております。

そのほか、「元気だで村づくり交付金」や集

落公民館等施設整備事業、町長・議会議員選

挙、衆議院議員選挙の執行などを行なってお

ります。

次に民生費では、高齢者福祉事業、障がい

者福祉事業をはじめ、地域で安心して暮らせ

るための体制づくりを行なっております。

また、０歳から就学前の子どもの保育・教

育を行う「わかさこども園」では、調理室の

増設と３歳未満児室の改修、病後児保育室の

新設に向けた設計業務を行い、保育環境整備

のための準備を行なっております。保育料無

料化の継続や子育て支援センターの運営など、

今後も引き続き、子育て支援の拡充を図って

まいりたいと考えております。

衛生費では、健康増進や維持のための体力

づくり事業、インフルエンザ予防や肺炎予防

などの予防接種事業、また、妊婦検診や乳幼

児検診などの母子検診事業、肝臓がん検診を

はじめとする各種がん検診や健康相談などを

実施し、生活習慣病の予防に取り組んでおり

ます。

このほか、家庭用ごみ処理機の購入助成や

家庭ごみの分別手引きの全戸配布など、ごみ

の減量化や資源リサイクル化の推進を行なっ

ております。

農林水産業費では、がんばる地域プランの

活用と本町の資源を生かした特産品の研究・

開発・販売支援事業、エゴマの搾油施設の建

設など、農業振興を図ってまいりました。ま

た、中山間地域等直接支払制度や耕作放棄地

再生事業、農地中間管理事業を行い、農地の

保全に努めてまいりました。

有害鳥獣対策では、猟友会と連携して鹿や

猪の捕獲に努めるとともに、「わかさ２９工

房」の運営を猪鹿庵（ジビエアン）に指定管

理業者として委託し、捕獲した有害鳥獣の利

活用の推進やジビエの魅力発信に向けた取り

組みを行なっております。

林業では、林業団地の育成をはじめ、森林

の有する公益的機能が十分に発揮されるよう

民有林、町有林の保育事業の推進と林道・作

業道の開設を推進し、素材生産の増加を図っ

ております。

商工費では、若桜町商工会が主体的に実施

する若桜のお土産品・特産品開発支援事業に

対して補助を行い、新たなお土産品を開発・

販売することができました。引き続き支援を

行い、新たなお土産品開発に期待したいと思

っているところでございます。

また、辻調理師専門学校と連携協定を締結

いたしましたので、今後の取り組みについて

双方で協議しながら進めてまいりたいと思っ

ております。

観光部門では、恵まれた観光資源を生かし、

交流人口や観光客の増加による賑わい創出を

図るため、観光客の増加を促す観光ＰＲや各

種イベントの開催、わかさ氷ノ山自然ふれあ

いの里活性化協議会を中心として年間を通し

た氷ノ山集客促進に取り組んでおります。

土木費では、安全な交通基盤を確保してい

くため、米桑ヶ仙線の舗装改良工事、糸白

見２号線の法面改良工事、裏町線の消雪施設

改良工事を行いました。

また、若葉団地の建替工事も計画的に行っ

ており、昨年度は２棟４戸の建替を行うなど

住環境の整備を行っております。

消防費では、防火対策の強化を図るため、



防災行政無線のデジタル化更新の整備を行い

ました。また、若桜町消防団第３分団の車庫

の改修工事、小型動力消防ポンプの購入など、

消防団、自警団への活動支援や消防防災専門

員の設置、住民の危機管理意識の高揚を図る

ための防災訓練の実施など、安心・安全の暮

らしを守る地域防災力の強化、災害に強いま

ちづくりのための環境整備などを行いました。

教育費では、学校・保護者・地域が連携協

力して児童生徒の学力向上を支援するため、

夏休み学習支援教室やサマースクールなど、

学力向上のための支援教室を実施いたしまし

た。また、子育て家庭への支援として、入学

祝い金や進級祝い金の贈呈、通学費助成、学

園給食費の助成などを行い、保護者の負担軽

減を行っております。

社会教育では、青少年育成事業として団体

生活を通して日ごろの精神を培い、生活習慣

づくりと家庭での過ごし方を見つめ直す通学

合宿の実施や児童の健全育成を図るため、放

課後児童クラブを実施しております。

また、公民活動では、生きがいづくりや学

習機会を提供していくために、文化サークル

や若桜氷ノ山寿大学、池田分館寿大学の支援、

ナティキッズクラブの開催など、生涯学習の

推進を行っております。

人権同和教育では、部落解放研究集会や小

地域学習会、人権問題公開講座を開催し、人

権意識の高揚を図りました。

文化財保護では、若桜宿内に残る歴史的な

町並み保存をするため、「伝統建造物群保存地

区」の選定に向けて計画案の策定や住民説明

を行いました。また、続編「若桜町史」編さ

んを進めるため、編さん室を設置し、２名職

員を配置し、資料収集と原稿の執筆を始めて

おります。

保健体育費では、スポーツの振興を通して

健康で明るいまちづくりを推進するため、総

合型スポーツクラブの推進、各種スポーツ団

体の育成、スポーツ教室の開催などを行いま

した。

以上、平成２９年度に執行した施策の概要

を申し上げましたが、歳入では地方交付税や

国庫補助金などが減額となりましたが、町債

の増加により、対前年８２６万円余りの減少

となっております。歳出では、建設工事など

の投資的経費は増加したものの、特別会計へ

の繰出金、補助費等が減少したことから、対

前年１,４１０万円余りの減少となりました。

平成２９年度の普通会計の健全性を示す財

政指標の経営収支比率は 84.9％で、前年度に

比べて 0.9％ふえております。これは、前年

度と比較し、普通交付税が 2.6％減少しまし

たが、経常的な物件費と公債費の増加が主な

要因ではないかと分析しておるところでござ

います。

なお、18％以上で適正化計画を策定するこ

とになっている実質公債費比率は、３年間の

平均値で 6.3％となり、前年対比では 0.2 ポ

イント増加しております。

次に、議案第６３号 平成２９年度若桜町国

民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、でございますが、この決算は、歳

入総額５億６４８万６,８６３円、歳出総額４

億７,１１７万２,６３０円で、歳入歳出差引

額３,５３１万４,２３３円となっております。

歳入では、対前年３,１５６万円余りの減少

となりましたが、これは、保険給付費の減少

による国庫支出金と共同事業交付金の減少が

主な要因となっております。なお、保険税に

つきましては、被保険者数の減少に伴い、対

前年３３８万円余りの減少となっております

が、現年度分の収納率は 99.6％で 0.13 ポイ

ント増加しております。

また、歳出につきましても、対前年３,９０

９万円余りの減少となりましたが、これは、

被保険者数の減少と、高額な薬剤治療がひと

段落したことによる保険給付費の減少が主な

要因となっております。

続きまして、議案第６４号 平成２９年度若



桜町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、でございますが、この決算は、

歳入総額５億９,１１４万２,７２４円、歳出

総額５億６,５９５万８,４６２円で、歳入歳

出差引額２,５１８万４,２６２円となりまし

た。

歳入は、対前年４,０４５万円余りの増加と

なりましたが、これは、介護給付費等の増加

に伴い、国、県、支払基金及び町、それぞれ

の負担額の増加が主な要因となっております。

なお、保険税につきましては、被保険者数の

減少に伴い対前年４１万円余りの減少となっ

ておりますが、現年度分の収納率は 99.98％

で 0.12 ポイント増加しております。

また、歳出につきましても、対前年４,０３

５万円余りの増加となりましたが、これは、

総合事業の実施が始まったことや、要介護認

定者数の増加による介護給付費と、地域支援

事業費の増加が主な要因となっております。

次に、議案第６５号 平成２９年度若桜町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、でございますが、この決算は、歳入

総額５,４４２万１,６５８円、歳出総額５,

４４１万４,９５８円で、歳入歳出差引額６,

７００円となりました。

この会計は、保険料と一般会計からの繰入

金を鳥取県後期高齢者医療広域連合へ納付す

る会計でございます。

歳入におきましては、保険料と一般会計繰

入金が主な財源で、このほかに繰越金、諸収

入で構成しており、歳出では、総務費、広域

連合納付金、諸支出金を支出しております。

次に、議案第６６号 平成２９年度若桜町簡

易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、でございますが、この決算は、歳入歳

出ともに２億５,８０２万４,２２６円となっ

ております。

主な事業は、渕見ほか３地区の簡易水道の

統合に伴う配水池の整備、送配水管の布設工

事、水道施設修繕、漏水調査などを実施し、

安全で安定した飲料水の供給に努めておると

ころでございます。

次に、議案第６７号 平成２９年度若桜町公

共下水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、でございますが、この決算は、歳入歳

出ともに２億２１６万９,７８０円となって

おります。事業の概要といたしましては、若

桜及び米浄化センターの維持管理が主なも

のでございまして、若桜浄化センターの長寿

命化のための設備改修工事を行っております。

次に、議案第６８号 平成２９年度若桜町農

業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、でございますが、この決算は、歳

入歳出ともに６,９４５万４,６３６円となっ

ております。

事業の概要といたしましては、吉川及び池

田中央地区浄化センターやマンホールポンプ

など、施設の維持管理や起債償還金が主なも

のでございます。

次に、議案第６９号 平成２９年度若桜町赤

松団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、でございますが、この決算は、歳

入歳出ともに４９万６,１９８円となってお

ります。事業の概要といたしましては、団地

の維持管理と起債償還金でございます。

次に、議案第７０号 平成２９年度若桜町財

産区造林事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、でございます。この決算は、歳入歳

出ともに６４８万８,８２０円となっており

ます。事業の概要といたしましては、森林農

地整備センター鳥取水源林整備事業所と分収

造林契約により森林施業を行うものであり、

栃原財産区と大野財産区の森林整備を実施い

たしました。

次に、議案第７１号 平成２９年度若桜町索

道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

でございますが、この決算は、歳入総額８,

１２２万９,７９４円、歳出総額７,９３４万

９,１９５円で、歳入歳出差引額１８８万５９

９円となっております。事業の概要といたし



ましては、スキー場の管理運営を円滑に行う

ため、リフトの改修工事などを行っておりま

す。

次に、議案第７２号 平成２９年度若桜町住

宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、でございますが、この決算

は、歳入歳出ともに８３万５,７８０円となっ

ております。この会計では、歳入では滞納と

なっております貸付金のうち７３万５千円余

りを回収しております。なお、貸付金の滞納

額が８,８４０万円余りあることから、滞納者

本人をはじめ、連帯保証人に対しても督促を

行い、引き続き貸付金の回収に取り組んでま

いりたいと考えております。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

本案の審議に先立ち、監査委員の審査意見

報告を求めます。

代表監査委員、藤原重明さん。

代表監査委員（藤原重明）

監査委員の藤原でございます。山本監査委

員と一緒に決算を審査した結果を、２人の合

議によりまとめました。

平成２９年度若桜町歳入歳出決算・基金運

用状況審査意見を報告します。

１ 審査の対象。（１）歳入歳出決算。ア 一

般会計、平成２９年度若桜町一般会計歳入歳

出決算。イ 特別会計。①平成２９年度若桜町

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算。以

下②～⑩の、ほか９会計について対象として

おります。

（２）上記決算に関する証書類。歳入歳出

決算事項別明細書、実質収支に関する調書及

び財産に関する調書。

（３）基金運用状況。①若桜町土地開発基

金。

２ 審査の方法。決算審査にあたっては、町

長から提出された歳入歳出決算書、事項別明

細書、実質収支に関する調書及び財産に関す

る調書について、主に次の項目を視点として、

関係証書類等により照合精査するとともに、

関係当局の説明を聴取し、あわせて例月出納

検査・定期監査等の結果を勘案して慎重に審

査した。

（１）計数は正確か。（２）予算の執行が地

方自治法第２条第１４項及び同条第１５項の

規定に則った効率的な処理と合理的な運営が

なされているか。（３）会計経理事務は、関係

法規に準拠し、適正に処理されているか。（４）

財産の取得、管理及び処分は、適正に行われ

ているか。（５）地方自治法第２４１条第５項

の規定に基づく基金の運用状況は適正か。な

お、各会計の決算概要は別紙６ページから１

５ページまでのとおりでございます。

３ 審査の期間。平成３０年８月２１日、２

２日、２３日、２４日、２７日、２８日の６

日間。

４ 審査結果の報告。各会計歳入歳出決算書、

事項別明細書及び実質収支に関する調書の計

数と歳入歳出整理簿等関係諸帳簿・証書類を

照合した結果、全ての重要な点において適正

に表示されているものと認めた。

会計における残高は、預け入れ金融機関の

預貯金残高等と符合しており、適正であると

認めた。また、基金に関する調書の計数並び

に土地開発基金の運用については、平成２８

年度の取崩額が平成２９年度に同額で組み戻

しされており、適正であると認めた。

５ 指摘事項。例月出納検査、定期監査等も

踏まえ指摘事項はなし。

６ 留意・検討を要する事項。事務事業の執

行に当たり、留意・検討を要する事項は次の

とおりである。

（１） 財政運営の指標。

財政関係指標等の数値は次のとおりである。

経常収支比率は 84.9％となり、前年度の

84％から 0.9 ポイント増え、やや硬直化した。



これは、物件費及び維持補修費並びに公債費

の増加が主な要因となっている。指針となる

70％程度に向けた改善努力を望む。

（２）資産台帳。① 公会計導入による財務

４表等の公表もあり、各財産の管理や資本関

係に基づく外部関係団体との連結決算も視野

に、今まで以上に適時適切に管理することが

求められている。上記の事務に適合した財務

会計規則の見直しを同時に行われたい。

② 若桜鉄道に関する財産について、車両等

（改装された「昭和」を含む）が町有財産と

して固定資産台帳、物品台帳に計上されてい

ないものがある。速やかに網羅されたい。

（３）各種税と使用料等。① 町税ほか各種

保険料の現年度分の収納率は全て 99.7％以

上で、滞納繰越分も含めて 97.5％となってお

り、対前年で１％以上上昇し、県内トップク

ラスを維持しており評価できる。今後とも収

納率の上昇に努力されたい。

② 債権管理について。（ア）収入未済額に

ついては回収努力、時効中断、不納欠損も含

めて法に基づいた適正、効率的な滞納整理事

務を行われたい。（イ）不納欠損については、

町税及び各種保険料において７７万７千円実

施されている。また、公共下水道事業におい

ては負担金、使用料合わせて７９万円実施さ

れた。時効到来、執行停止等の法令・規則に

基づいた手続きを経ているとは認められるが、

納税者の状況、時効の有無等、厳重に対応す

るなど債権管理を適切に行い、収入未済額の

減少に努められたい。（ウ）町営住宅使用料に

ついても１９１万３千円の不納欠損が実施さ

れた。消滅時効期間は５年であるが、滞納率、

額ともに高く、慎重かつ厳正に対処され、適

切な債権管理を行われたい。特に、不納欠損

の取り組みは安易に行わず、滞納者との交渉

過程を記録、保存し、検証可能な資料として

整備されたい。（エ）雑入に計上された２,０

１２万５千円については、支払い契約が成立

し、入金が始まったところであるが、当該債

務者の定期的な状況把握をするなど債権者と

して改修に努められたい。

（４）氷ノ山における賃貸借契約の締結に

ついて。ゲレンデ・駐車場の賃貸借契約が締

結されているが契約当初からは大幅な環境の

変化もあり、「入り込み客数の推移」、「駐車場

使用状況・駐車料料金収入」等の現状をもと

に、不動産鑑定士等専門家の意見を参考にし

て、妥当な賃借料及び賃借地となるよう改善

されたい。

（５）交際費の支出。交際費の支出につい

ては、支出基準等を定め、経費の削減に努め

るとともに適正妥当な事務管理を行われたい。

（６）地籍調査の推進。当町の地籍調査は、

平成２８年度現在で調査対象面積１４４.８

２平方キロメートルのうち、４.７２平方キロ

メートルが調査済みとなっている。進捗率は

3.3％にとどまり、県内市町村の最下位である。

このペースで進むと残り 96.7％を実施する

には１００年単位の年月が必要と思われる。

早急に事業の再構築を行い、年度目標を定め

て、着実に事業を推進されたい。

（７）管理委託業務。塵界処理事業及び公

共下水終末処理管理委託については、相当期

間にわたり同一業者と随意契約が継続されて

いる。２、３年に１回は契約を見直しするこ

ととし、入札制度を導入するなど競争原理を

働かせ、管理技術の向上、町民への休日時間

帯等サービスの向上及びコスト削減を目指し

て適正妥当な業者選定を行われたい。

（８）特産品開発支援事業補助金。特産品

を新たに生み出すことは簡単ではないが、制

度を活かすことが重要である。補助金の交付

方法や交付基準などを見直すとともに要項に

基づく計画実行を確認点検し、補助金を有効

適正に運用されたい。

（９）国の重要伝統的建造物群保存地区の

指定事業。取り組みから数年が経過している

が、進展度合いが見られない。町民への未来

像の提示や対象地区住民とのコンセンサス、



行政のやる気度の表明など、まだまだ課題が

山積している。目標期日を定め、計画を町民

に示し、計画実行の見える化を行い着実に進

められたい。

（１０）町史編纂事業。発行日を定め発行

に向けた進捗管理を行い、新しい町誌が早く

見られることを期待する。

７ まとめ。平成２９年度一般会計の決算額

は、歳入３６億９,２７７万円、歳出３４億４,

５５８万円、差引残額２億４,７１９万円で、

繰越財源を控除した実質収支は２億１,９２

５万円の黒字決算となっている。

また、特別会計１０会計の実質収支額では、

国民健康保険事業が３,５３１万円の黒字決

算、介護保険事業が２,５１８万円の黒字決算、

後期高齢者医療が約７千円の黒字決算、索道

事業が１８８万円の黒字決算、その他の６事

業は０円となっている。これは、財産区造林

事業、索道事業、住宅新築資金等貸付事業を

除く７会計が、一般会計から繰り入れを受け

た結果である。

財政運営の実質公債比率ほかの判断指標数

値は、ここ２、３年大きな変動なく推移して

いるが、人口減少がさらに進むことが予測さ

れ、税収も減少傾向にある中で、水道施設の

更新・統合や公営住宅の建て替え、道路維持

管理等インフラ整備が実施されるほか、財政

的には決して余裕があるとは言えない。

さらに、公会計導入によって、財務４表（貸

借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計

算書、資金収支計算書）による、コスト計算

等財務の捉え方が変わってくる。また、外郭

団体との連結決算の導入も視野に入れること

や、他の市町村との比較が容易になることか

ら、施策の方向を検討する必要がある。

限られた財源の中で、合理的かつ効率的な

行政運営が行われるよう期待している。

以上でございます。

議長（川上守）

ただいまの、審査意見報告に対する質疑に

入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

審査意見報告に対する質疑を終結します。

続いて、先ほど町長から提案理由の説明が

ありました、議案第６２号から議案第７２号

までの議案に対して質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

お諮りします。

議案第６２号から議案第７２号までの議案

については、議員全員をもって構成する決算

審査特別委員会を設置し、これに付託の上、

会期中に審査することにしたいと思います。

これにご異議はありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、本案は議員全員をもって構成

する決算審査特別委員会を設置し、これに付

託の上、会期中に審査することに決定しまし

た。

委員会条例第５条第１項の規定により、本

会議終了後、決算審査特別委員会を全員協議

室に招集いたします。

議事の都合により暫時休憩いたします。

   午後 ２時１８分  休 憩

   午後 ２時３０分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き会議を再開します。

日程第６

議案第７３号 平成３０年度若桜町一般会

計補正予算（第５号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。



町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第７３号 平成３０年度若桜町一般会

計補正予算について、でございますが、既定

の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億７,４

２０万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を４３億９,８５０万円とするものでござい

ます。

また、第２条の地方債の変更は「第２表 地

方債補正」のとおりでございます。

それでははじめに、歳入の概要についてご

説明いたします。

国庫支出金では、地域生活支援事業補助金

を４８万６千円、子ども・子育て支援整備交

付金を３５１万９千円それぞれ追加するなど、

総額４８３万９千円を追加いたしました。

県支出金では、子ども・子育て支援整備交

付金を３５１万９千円、養豚経営安定対策補

完事業補助金を１８４万９千円、林業用施設

災害復旧事業補助金を１億６,００９万５千

円追加するなど、総額１億６,８７１万４千円

を追加いたしました。

寄附金では、災害見舞金として４０万円を

追加いたしました。繰入金では、財政調整基

金繰入金を１,６００万円減額、ふるさと応援

基金繰入金２００万円を増額し、総額１,４０

０万円を減額いたしました。諸収入では、建

物災害共済金、野菜価格安定基金協会返戻金

など、総額１５１万１千円を追加いたしまし

た。

町債では、発行可能額の確定による臨時財

政対策債の減額、わかさこども園改修事業の

補助金への財源振替による過疎対策事業債の

減額、充当率の変更と林業用施設災害復旧事

業へ充てるための公共災害復旧事業債の追加

など総額１億１,２７３万８千円を追加いた

しました。

次に、歳出の主なものについて、ご説明い

たします。総務費では企画費に移住定住促進

事業補助金として２００万円、戸籍記録文字

情報収集作業委託料として２５万４千円を追

加するなど、その他の補正と合わせまして、

総額３２８万５千円増額しております。

民生費では、老人福祉費に旧自立支援ハウ

スの進入路の舗装打替と玄関の改修工事に係

る費用として３４８万３千円、生活保護総務

費に平成２９年度の実績に伴う返還金５１２

万円など、その他の補正と合わせまして、総

額１,０４３万８千円増額しております。

衛生費では、健康増進事業費に、平成２９

年度の実績に伴う返還金として１万９千円増

額しております。

農林水産業費では、畜産業費に養豚経営安

全対策補完事業補助金として３６９万９千円、

活性化施設管理運営費に備品購入費として５

６万２千円、林業振興費に作業道新設改良事

業補助金として５０万円追加するなど、その

他の補正と合わせまして、総額４９１万６千

円増額しております。

商工費では、観光事業費にインバウンド関

連事業として４８万８千円、氷ノ山集客促進

事業費に「高原の宿 氷太くん」の特定建物等

の定期踏査報告委託料に９７万８千円、レス

トランスノーピアの自動ドア改修費４４万円

を追加するなど、その他の補正と合わせまし

て、総額２４７万９千円増額しております。

土木費では、道路維持費に部落道改修事業

補助金として２００万円を追加しております。

消防費では、避難所看板の修繕、ブロック

塀の撤去・改修事業補助金など、総額４８万

６千円増額しております。

教育費では、郷土文化の里管理費に、雨漏

りの修繕料として３４万８千円、給食センタ

ー費に機械の修繕費として１２万８千円追加

するなど、その他の補正と合わせまして、総

額７３万１千円増額しております。

災害復旧費では、農地災害復旧費、林業用

施設災害復旧費をそれぞれ追加し、総額２億

４,８７０万円増額しております。なお、歳入



歳出の総額を調整し、予備費を１１４万８千

円増額いたしました。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第７

議案第７４号 平成３０年度若桜町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第１号）、議案

第７５号 平成３０年度若桜町介護保険事業

特別会計補正予算（第２号）、議案第７６号 平

成３０年度若桜町索道事業特別会計補正予算

（第２号）を一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第７４号 平成３０年度若桜町国民健

康保険事業特別会計補正予算について、でご

ざいますが、既定の歳入歳出予算の総額に、

それぞれ５,７４２万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を４億６,０３５万１千円とするも

のでございます。

はじめに、歳入の概要についてご説明をい

たします。歳入については、前年度繰越金と

して３,５３１万３千円と、療養給付費交付金

の過年度分として２,２１０万７千円をそれ

ぞれ追加いたしました。

次に、歳出の主なものについてご説明いた

します。総務費では、国民健康保険財政調整

基金として３,４９９万８千円を積み立てる

など、総額３,５２６万８千円を増額しており

ます。諸支出金では、返還金として３,０９９

万８千円を増額しております。

なお、歳入歳出の総額を調整し、予備費を

８８４万６千円減額いたしました。

続きまして、議案第７５号 平成３０年度若

桜町介護保険事業特別会計補正予算について、

でございますが、既定の歳入歳出予算の総額

に、それぞれ２,７４９万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を６億８,７５９万円とするも

のでございます。

はじめに、歳入の概要についてご説明いた

します。国庫支出金では、介護給付費負担金、

事業費補助金などを追加し、総額５５万５千

円を追加いたしました。支払基金交付金では、

介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金

の現年度分と過年度分を追加し、総額２００

万２千円を追加いたしました。

県支出金では、介護給付費負担金と地域支

援事業交付金の現年度分をそれぞれ追加し、

総額８万７千円を追加いたしました。

繰入金では、その他一般会計繰入金を３７

万円減額し、介護給付費準備基金繰入金を１

５万円追加するなど、総額１３万円１千円を

減額いたしました。繰越金では、前年度繰越

金として２,４９７万７千円を追加いたしま

した。

次に、歳出の主なものについてご説明いた

します。総務費では、一般会計繰入金から国

県支出金へ財源更正をしております。保険給

付費では、介護予防福祉用具購入費と介護予

防住宅改修費の負担金をそれぞれ追加し、総

額４９万７千円を追加いたしました。

基金積立金では、介護給付費準備基金積立

金として８４８万９千円を追加いたしました。

地域支援事業費では、第１号生活支援事業補

助金として９万１千円と一般介護予防事業費

補助金として１２万円を追加し、総額２１万

１千円を追加いたしました。諸支出金では、

償還金に返還金として１,８２９万３千円を

増額しております。

続きまして、議案第７６号 平成３０年度若

桜町索道事業特別会計補正予算について、で

ございますが、既定の歳入歳出予算の総額に、



それぞれ２０２万７千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を２,９７５万１千円とするもの

でございます。

はじめに、歳入の概要についてご説明いた

します。歳入では、前年度繰越金１８８万円

と、諸収入に町有自動車共済金として１４万

７千円を追加いたしました。

次に、歳出の主なものについてご説明いた

します。索道費では、索道管理費に公用車の

修繕料１４万８千円と、積立金１８７万５千

円を追加いたしました。また、歳入歳出の総

額を調整し、予備費を４千円増額いたしまし

た。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第８

議案第７７号 町長の専決処分事項の指定

について、を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第７７号 町長の専決処分事項の指定

について、でございますが、これは、町の義

務に属する損害賠償を速やかに行えるように

するため、地方自治法第１８０条第１項の規

定により、町長において専決処分できる事項

を指定するものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第９

議案第７８号 若桜町農業委員会の委員の

任命について、を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第７８号 若桜町農業委員会の委員の

任命について、でございますが、若桜町農業

委員会の委員に、次の者を任命したいと思い

ますので、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、本議会の同意をお願い

するものでございます。

記、住所八頭郡若桜町大字三倉〇〇番地。

氏名、盛田敬一、昭和〇〇年〇月〇日生まれ。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会いたします。

   午後 ２時４５分  散 会


